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則 

 

岐
阜
県
立
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

岐
阜
県
規
則
第
四
十
一
号 

 
 
 

岐
阜
県
立
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
岐
阜
県
立
職
業
能
力
開
発
校
条
例
（
平
成
二
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
十
八
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
訓
練
課
程
等
） 

第
二
条 

岐
阜
県
立
職
業
能
力
開
発
校
（
以
下
「
開
発
校
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
訓
練
科
、
訓
練
の

課
程
、
定
員
及
び
訓
練
期
間
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

２ 

開
発
校
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
ほ
か
、
職
業
に
必
要
な
技
能
（
高
度
の
技
能
を
除
く
。
）

及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
習
得
し
よ
う
と
す
る
者
を
対
象
と
し
た
訓
練
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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号 

外 
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発
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平
成
二
十
三
年
四
月
一
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火
曜
日 

金
曜
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(
 

)
 

休
日
に
当
た
る 

と
き
は
翌
日 

(
 

)
 

ペ
ー
ジ 

( ) 十
六 

木
工
芸
術
ス
ク
ー
ル 

国
際
た
く
み
ア
カ
デ 

ミ
ー
職
業
能
力
開
発 

校 名
称 

木
工
・
建
築
意 

匠
科 

建
築
コ
ー
ス 

木
工
コ
ー
ス 

住
宅
建
築
科 

設
備
シ
ス
テ
ム
科 

自
動
車
エ
ン
ジ
ニ
ア
科 

訓
練
科 

普
通
課
程 

普
通
課
程 

短
期
課
程 

短
期
課
程 

普
通
課
程 

訓
練
の
課
程 

一
〇
人 

二
〇
人 

二
〇
人 

一
〇
人 

二
〇
人 

定
員 

一
年 

一
年 

一
年 

一
年 

二
年 

訓
練
期
間 
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（
退
学
し
た
者
の
授
業
料
） 

第
三
条 

前
期
に
退
学
し
た
者
の
後
期
に
納
入
す
べ
き
授
業
料
は
、
徴
収
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

（
授
業
料
等
の
免
除
等
） 

第
四
条 

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
免
除
若
し
く
は
入
校
金
の
全

部
の
免
除
又
は
納
入
期
限
の
延
長
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
免
除
等
」
と
い
う
。
）
は
、
学
業
に
精
励
し
、

人
物
健
全
な
者
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者

の
世
帯
に
属
す
る
者 

 

二 

長
期
疾
病
、
生
業
の
不
振
又
は
失
業
の
た
め
、
そ
の
生
計
が
著
し
く
不
良
と
な
り
、
前
号
の
被

保
護
者
に
準
ず
る
程
度
に
困
窮
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯
に
属
す
る
者 

 

三 

公
共
職
業
安
定
所
長
に
公
共
職
業
訓
練
の
受
講
の
指
示
を
受
け
て
入
校
す
る
者 

 

四 

天
災
そ
の
他
不
慮
の
災
害
に
よ
り
住
家
又
は
事
業
用
資
産
に
著
し
い
損
害
を
受
け
、
学
費
の
支

弁
が
困
難
と
な
っ
た
世
帯
に
属
す
る
者 

 

五 

そ
の
他
知
事
が
特
に
免
除
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
者 

２ 

入
校
金
の
納
入
期
限
の
延
長
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
者
の
ほ
か
、
公
共
職
業
安
定
所
長
に
公
共

職
業
訓
練
の
受
講
の
指
示
を
受
け
て
入
校
す
る
見
込
み
の
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
免
除
の
範
囲
等
） 

第
五
条 

授
業
料
の
免
除
は
、
月
割
額
に
免
除
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
の
月
額
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。 

２ 

入
校
金
の
免
除
は
、
全
額
と
す
る
。 

３ 

当
該
学
年
の
期
間
を
超
え
て
な
お
授
業
料
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
改
め
て
当
該
免

除
に
係
る
申
請
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
納
入
期
限
の
延
長
） 

第
六
条 

授
業
料
の
納
入
期
限
の
延
長
を
す
る
期
間
は
、
納
入
期
限
を
異
に
す
る
期
の
納
入
額
分
ご
と

に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
を
も
っ
て
定
め
る
。 

２ 

入
校
金
の
納
入
期
限
の
延
長
を
す
る
期
間
は
、
全
額
に
つ
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
を
も
っ

て
定
め
る
。 

３ 

第
一
項
の
納
入
期
限
の
延
長
を
す
る
期
間
は
、
当
該
年
度
を
超
え
て
定
め
な
い
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
二
項
の
納
入
期
限
の
延
長
を
す
る
期
間
は
、
入
校
年
度
を
超
え
て
定
め
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

（
免
除
等
の
申
請
書
類
の
提
出
等
） 

第
七
条 

授
業
料
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
授
業
料
免
除
申
請
書
（
別
記
第
一
号
様
式
）
に

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
知
事
の
指
定
す
る
日
ま
で
に
、
開
発
校
の
校
長
（
以
下
「
校
長
」
と

い
う
。）
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

家
庭
状
況
書
（
別
記
第
二
号
様
式
） 

 

二 

第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
市
町
村
長
又
は
福
祉
事
務
所
長
の
発

行
す
る
当
該
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
旨
を
証
明
す
る
書
類 

 

三 

第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
生
活
の
困
窮
の
程
度
を
証
明
す
る
書 

 
 

類 

 

四 

第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
の
発
行
す
る
職

業
訓
練
受
講
指
示
書
の
写
し 

 

五 

第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
市
町
村
長
の
発
行
す
る
り
災
証
明
書 

２ 

入
校
金
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
校
金
免
除
申
請
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）
に
前
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
知
事
の
指
定
す
る
日
ま
で
に
、
校
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

授
業
料
又
は
入
校
金
の
納
入
期
限
の
延
長
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
授
業
料
・
入
校
金
納
入
期

限
延
長
申
請
書
（
別
記
第
四
号
様
式
）
に
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
公
共
職
業
安
定
所
に
お

い
て
求
職
の
申
込
み
を
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
写
し
（
第
四
条
第
二
項
に
該
当
す
る
場

合
に
限
る
。
）
を
添
え
て
、
知
事
の
指
定
す
る
日
ま
で
に
、
校
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

校
長
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
に
係
る
書
類
を
受
け
付
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
実
情
を

調
査
し
、
当
該
書
類
に
意
見
を
付
し
て
知
事
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

知
事
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る

書
類
を
審
査
し
、
授
業
料
又
は
入
校
金
の
免
除
等
を
す
べ
き
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
免
除
の
額
及

び
期
間
又
は
納
入
期
限
を
延
長
す
る
期
間
を
決
定
し
、
校
長
を
経
由
し
て
申
請
者
に
対
し
そ
の
旨
を

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
免
除
等
事
由
消
滅
の
届
出
） 

第
八
条 

授
業
料
の
免
除
等
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
免
除
等
に
係
る
期
間
中
に
お
い
て
免
除
等
の

理
由
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
授
業
料
免
除
等
事
由
消
滅
届
（
別
記
第
五
号
様
式
）
を
校

長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
免
除
等
の
取
消
し
） 

第
九
条 

知
事
は
、
授
業
料
の
免
除
等
を
受
け
て
い
る
者
が
前
条
の
授
業
料
免
除
等
事
由
消
滅
届
の
提

出
を
怠
っ
た
と
き
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
免
除
等
を
受
け
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
又
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は
懲
戒
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
校
長
の
報
告
を
受
け
て
当
該
免
除
等
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

 
２ 
知
事
は
、
入
校
金
の
免
除
等
を
受
け
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
免
除
等
を
受
け
た

こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
校
長
の
報
告
を
受
け
て
当
該
免
除
等
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
又
は
入
校
金
の
免
除
等
を
取
り
消
さ
れ
た
者
は
、
当
該
免
除
等
の

決
定
が
あ
っ
た
日
に
遡
っ
て
当
該
免
除
等
の
決
定
を
受
け
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
所
定
の
額
を
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
又
は
入
校
金
の
免
除
等
を
取
り
消
し
た
と

き
は
、
校
長
を
経
由
し
て
当
該
免
除
等
を
取
り
消
さ
れ
た
者
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
寄
宿
舎
） 

第
十
条 

寄
宿
舎
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
校
長
が
定
め
る
。 

 

（
委
任
） 

第
十
一
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
開
発
校
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
校
長

が
定
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
入
校
金
に
関
す
る
部
分
は
、

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
岐
阜
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
廃
止
） 

２ 

岐
阜
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
規
則
第
五
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 
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